
 
2020年 4月 7日 

新型コロナウィルス対策について 

 

プラットイーズとプラットワークスの東京事務所では、政府の緊急事態宣言の有効期間中、下記の感染予

防対策を実施いたします。 

 

記 

 

■対象者 

当社全スタッフ(契約社員、派遣社員、アルバイト等を含む) 

 

■目的 

 当社全スタッフおよび家族、関係者への感染拡大予防と安全確保、事業継続のため 

 

■体制 

１．原則として、すべての業務を在宅にて行います。 

２．出社不可避の場合には、時差通勤により、交通機関の混雑する時間帯を避けるよう配慮します。 

３．東京事務所への社員以外の入室を禁止します。 

４．出社不可避な業務による通勤以外の移動や、訪問を伴う打合せ等を禁止します。打合せが必要な場合 

は、各種ツールを活用し対応します。 

５．勤務時間外の行動は、国や自治体の要請を遵守します。 

 

※今後の状況に応じ、内容を変更する可能性もあります。 

 

ご不明点等がございましたら、弊社内各担当者までお問い合わせいただけますようお願いいたします。 

 

以上 


